
 

2024 年 7 月 26 日 

 

＜月額保障×サービスでつくる新しい形の医療保険 REASON＞への 
医療保険ブランドの刷新について 

 

アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、8 月 19 日から医療保険

ブランドを、保障とサービスが一体となった＜月額保障×サービスでつくる新しい形の医

療保険 REASON＞に刷新します。 

 

当社は、2002 年の＜一生いっしょの医療保険 EVER＞の発売以降、社会情勢や医療環境

等の変化に応じて EVER シリーズを進化させ続け、多くのお客様に最新の保障をお届けし

てきました。昨年 9 月には、＜手軽に備える医療保険 EVER シンプル＞（以下、EVER シ

ンプル）を発売し、公的医療保険における高額療養費制度を踏まえ、自己負担額に応じた給

付金が毎月受け取れる合理的な保障をご提供しています。 

当社はこれまで病気やケガと向き合う多くの方々の声に耳を傾けてきました。そして、お

客様にとって本当に必要な病気・ケガへの備えを考えた結果、EVER シンプルで先駆けて

ご提供していた「月ごとの自己負担額に備えられる月額保障」と、今回、新たにサービス領

域を拡充し、かつ利用対象を当社のすべての医療保険のお客様に拡大するなどの強化を行

う、日々の健康づくりから老後まで人生をトータルにサポートする「ダックの頼れるサービ

ス」が一体となった＜月額保障×サービスでつくる新しい形の医療保険 REASON＞（以下、

REASON）に医療保険ブランドを刷新することにしました。これに伴い、EVER シンプル

の販売名称を 8 月 19 日以降、REASON に変更します。 

なお、すでに EVER シンプルにご契約いただいた方についても、ご加入中の保険商品の

販売名称が REASON に変わりますが、お客様にご対応いただくお手続きはございません。

また、保障内容も変更はございませんのでご安心ください。 

 

当社は、今年 11 月に日本における創業 50 周年を迎えます。この大きな節目に向けて策定

した「Aflac VISION2024」において「生きる」を創るリーディングカンパニーへの飛躍を

掲げています。“誰にとってもちょうどいい。安心のあたりまえを、新しく。”をコンセプト

にした REASON を通じて、ステークホルダーの皆様からの期待と負託に応えていきます。 



 

 

① 付帯サービスの強化（「ダックの頼れるサービス」） 

 「ダックの頼れるサービス」は、お客様の「日々の健康づくり・予防」や「治

療や介護のサポート」、「老後の自分らしい暮らしへの備え」の 3 つの側面か

らお客様の「生きる」をトータルに支えるサービスです 

 8 月 19 日より、当社のすべての医療保険にご加入いただいているお客様に

ご利用いただけます 

 

② 多様化するニーズを踏まえた改定 

 年齢の制限なくお客様のニーズに合わせたプラン設計ができるよう、治療給

付金限度額を変更します 

 9 月 30 日から、中高齢層のお客様にも検討いただきやすいプランを新設し

ます 

 

③ 特約保険料率の改定 

 契約日が 9 月 2 日以降の契約について、「三大疾病無制限治療特約」「終身特

約」の保険料率を変更します 

 

※上記のほか、EVER シンプルで先駆けてご提供していた、公的医療保険における高額療養費

制度を踏まえた自己負担額に応じた給付金が毎月受け取れる合理的な保障を引き続きご提

供しています 

 

 

 

  

医療保険ブランドの刷新に伴う変更点 



Ⅰ. 医療保険ブランドの刷新に伴う変更点 
 

1. 付帯サービスの強化（「ダックの頼れるサービス」） 

「ダックの頼れるサービス」は、日々の健康づくり・予防から老後の自分らしい暮

らしへの備えまで、「日々の健康づくり・予防」、「治療や介護のサポート」、「老後の自

分らしい暮らしへの備え」の 3 つの側面から、お客様の「生きる」をトータルに支え

るサービスです。 

 

※「ダックの頼れるサービス」は当社の医療保険にご加入いただいているお客様に向けて、当社が

紹介する提携企業サービスの総称です。 

 

A. 利用対象者 

当社の医療保険にご加入いただいているすべてのお客様 

※疾病入院保険の「妻型」・「子型」のお客様もご利用いただけます。 

 

B. サービス利用開始日 

2024 年 8 月 19 日（月） 

※「ダックの頼れるサービス」の開始に伴い「ダックの医療相談サポート」は終了となります。

なお、「ダックの医療相談サポート」の終了に伴い利用できなくなるサービスはありません。 

 

  

別紙 



 

 

●スポーツクラブ優待利用サービス 

 提供：（株）ルネサンス 

全国で展開しているスポーツクラブを優待価格でご利用できます。 

 

●オンラインフィットネス優待利用サービス 

 提供：（株）ルネサンス 

ご自宅や外出先でも手軽に参加できる、ルネサンスのオンラインプログラム（ル

ネサンスオンラインライブストリーム）を優待価格でご利用できます。 

 

●献立・栄養管理支援サービス 

 提供：（株）おいしい健康 

病気の予防、ダイエットなどを目的とした、管理栄養士監修の献立・栄養管理支

援サービスを優待価格でご利用できます 

 

●入院身元保証・入居身元保証 

 提供：（一社）全国シルバーライフ保証協会 

お住まいの地域のシルバーライフ協会が身元保証人となり、施設費用などのお金

の支払いに関する「連帯保証」と退院や退去を求められたときの「身元引受」を

保証します。 

 

●エンディングサポート（死後事務サービス） 

 提供：（一社）全国シルバーライフ保証協会 

お住まいの地域のシルバーライフ協会が死後事務委任契約を公正証書で契約し、

死後の応急的な事務手続きを行います。遺品の整理や親族への連絡もご希望に応

じて対応します。 

※上記サービスは医療保険のお客様以外もご加入の保険種類を問わずアフラックの保険のご契約者様と

そのご家族の方が利用できます。 

  

付帯サービスの強化に伴い新たに追加するサービス詳細 



2. 多様化するニーズを踏まえた改定 

多様化するニーズにさらにお応えするため、以下の商品改定を行います。 

 

A. 治療給付金の限度額（下限）の変更 

地域や職業（自営業）など、様々な観点から毎月の自己負担額が 8 万円未満の場合

があり、年齢の制限なく治療給付金を 5 万円から設定可能とします。 

 

 

B. 医療保険〔無解約払戻金 2023B〕の新設 

中高齢層のお客様にも検討いただきやすいプランとして医療保険〔無解約払戻金

2023B〕を＜月額保障×サービスでつくる新しい形の医療保険 REASON＞の販売プ

ランとして追加します。“10 万円コース”と“6 万円コース”を設定し、お客様の月々

の自己負担額に合わせてお選びいただけます。 

 

保障内容（医療保険〔無解約払戻金 2023B〕） 

 給付金名称 10 万円コース 6 万円コース*1 

主
契
約 

手術・放射線 

治療給付金 

手術または放射線治療を 

受けた月ごとに 

10 万円/月*2 

※外来手術のみの月は 5 万円*2 

手術または放射線治療を 

受けた月ごとに 

6 万円/月*2 

※外来手術のみの月は 3 万円*2 

疾病入院給付金 

災害入院給付金 

10 日以内の入院の場合 

一律 5 万円 

11 日以上の場合 

１日につき 5,000 円*3 

10 日以内の入院の場合 

一律 3 万円 

11 日以上の場合 

１日につき 3,000 円*3 

＋ 

付
加
可
能
な
特
約 

総合先進医療特約〔2012〕、通院特約〔2023B〕、三大疾病保険料払込免除特約

〔2023〕（上皮内新生物保障特則も付加可）、三大疾病無制限入院特約〔2020〕、

三大疾病一時金特約〔2020〕（上皮内新生物一時金特則も付加可）、女性疾病入

院特約〔2020〕、女性特定手術特約、傷害特約〔医療保険〕、終身特約〔低解約

払戻金〕 



※医療保険〔無解約払戻金 2023B〕は入院時に治療給付金のお支払いはありません。 

＊1：6 万円コースは、満 40 歳以上に限り加入可能です。 

＊2：手術・放射線治療給付金額は、入院給付金日額の 20 倍となります。ただし、外来で所定の手術

のみを受けた月については、入院給付金日額の 10 倍となります。 

＊3：5,000 円～20,000 円の範囲で 1,000 円単位で設定可（満 40 歳以上に限り 3,000 円から設定可）。 

 

保険料水準 

（個別月払・終身払・標準体保険料率・保険料払込免除特約なし） 

性別 
契約日の 

満年齢 
10 万円コース 6 万円コース 

男性 

50 歳 3,689 円 2,253 円 

60 歳 5,744 円 3,486 円 

70 歳 8,329 円 5,037 円 

80 歳 11,424 円 6,894 円 

女性 

50 歳 3,064 円 1,878 円 

60 歳 4,854 円 2,952 円 

70 歳 6,999 円 4,239 円 

80 歳 9,709 円 5,865 円 

 
C. 取扱開始日 

・医療保険〔無解約払戻金 2023A〕の治療給付金の限度額（下限）の変更 

 2024 年 8 月 19 日（月） 

 

・医療保険〔無解約払戻金 2023B〕の新設 

 2024 年 9 月 30 日（月） 

※申込日・告知日・領収日・申込書受領日・意向確認日が取扱開始日以前の契約は受付できません。 

 

 

3. 特約保険料率の改定 

以下のとおり、医療保険の一部特約の料率を変更いたします。 

 

A. 対象特約 

・終身特約〔低解約払戻金〕 

・三大疾病無制限治療特約 

 

 



B. 料率改定日 

契約日が 2024 年 9 月 2 日（月）以降の契約 

 

C. 改定後保険料例（標準体保険料率） 

① 終身特約〔低解約払戻金〕 

(保障金額 100 万円、個別月払、終身払、保険料払込免除特約付加なし) 

性別 
契約日の 

満年齢 
現行 改定後 現行比 

男性 

20 歳 1,148 円 1,018 円 88.7% 

30 歳 1,437 円 1,303 円 90.7% 

40 歳 1,878 円 1,741 円 92.7% 

50 歳 2,582 円 2,444 円 94.7% 

60 歳 3,791 円 3,656 円 96.4% 

女性 

20 歳 996 円 870 円 87.3% 

30 歳 1,228 円 1,096 円 89.3% 

40 歳 1,562 円 1,425 円 91.2% 

50 歳 2,070 円 1,929 円 93.2% 

60 歳 2,911 円 2,767 円 95.1% 

 

② 三大疾病無制限治療特約(手術・放射線治療不担保特則なしの場合) 

(保障金額 10 万円、個別月払、終身払、保険料払込免除特約付加なし、4 か月型) 

性別 
契約日の 

満年齢 
現行 改定後 現行比 

男性 

20 歳 130 円 130 円 100.0% 

30 歳 180 円 180 円 100.0% 

40 歳 260 円 260 円 100.0% 

50 歳 380 円 380 円 100.0% 

60 歳 590 円 640 円 108.5% 

女性 

20 歳 140 円 140 円 100.0% 

30 歳 190 円 190 円 100.0% 

40 歳 260 円 260 円 100.0% 

50 歳 370 円 370 円 100.0% 

60 歳 550 円 550 円 100.0% 

 

 



③ 三大疾病無制限治療特約(手術・放射線治療不担保特則ありの場合) 

(保障金額 10 万円、個別月払、終身払、保険料払込免除特約付加なし、4 か月型) 

性別 
契約日の 

満年齢 
現行 改定後 現行比 

男性 

20 歳 210 円 190 円 90.5% 

30 歳 290 円 270 円 93.1% 

40 歳 410 円 370 円 90.2% 

50 歳 620 円 550 円 88.7% 

60 歳 980 円 820 円 83.7% 

女性 

20 歳 190 円 190 円 100.0% 

30 歳 260 円 260 円 100.0% 

40 歳 360 円 360 円 100.0% 

50 歳 520 円 520 円 100.0% 

60 歳 780 円 710 円 91.0% 

 

 

Ⅱ.  販売名称変更に伴う対応 
 

＜月額保障×サービスでつくる新しい形の医療保険 REASON＞への医療保険ブラン

ドの刷新は、2024 年 8 月 19 日（月）以降の新規のご契約だけでなく、既に＜医療保険

EVER シンプル＞にご加入済みのお客様も含めて販売名称の変更対象となります。 

 

1. 名称変更に伴うご加入済みのお客様へのご案内 

すでに＜医療保険 EVER シンプル＞にご加入済みのお客様は販売名称変更日以降、

「ご契約者様専用サイト『アフラックよりそうネット』」や、順次お送りするアフラック

メールにて販売名称の変更をご確認いただけます。 

なお、販売名称の変更に伴いお客様にご対応いただく手続きはございません。 

 

 



 

 

 

＜ご注意＞ 

商品の詳細については、パンフレットと合わせて「お申込みいただく前に（契約概要・

注意喚起情報・その他重要事項）」「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。 

サービスの詳細についてはアフラックオフィシャルホームぺ―ジをご確認ください。 

(2024 年 8 月 19 日（月）以降参照可能) 
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